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１.調査概要 

１－１ 調査の背景・目的 

政府が掲げる「2050 年カーボンニュートラル」の目標を受けて、経済産業省北海道経済産業局では、令和３年

10 月に自治体・企業等によって構成される「カーボンニュートラル実現に向けた北海道の再エネ活用研究会」を

設置し、再生可能エネルギーの地産地消等を通じた地域経済活性化策等について情報共有・意見交換を実施し、

令和４年３月に「中間とりまとめ」を整理・公表したところ。 

本事業では、中間とりまとめにおいて示された「今後の取り組み方針」の具現化を図るため、研究会を引き続

き開催し、再エネの需要側の意向を踏まえた具体的な活用方策の検討を行うとともに、企業・地域住民への理解

促進、再エネ価値の地域への帰属に関する事例収集、及び道内企業を対象としたアンケート・ヒアリング調査等

を実施し、カーボンニュートラルに向けた進捗状況に関する個別事例の実態把握を行う。 

本事業を通じて、「2050 年カーボンニュートラル」実現に不可欠な、再生可能エネルギーの最大限導入及び再

生可能エネルギーの活用による地域経済活性化を図ることを目的とする。 

 

１－２ 事業内容 

（1） 研究会の事務局運営 

（2） 中間とりまとめ「５．研究会の議論を踏まえた取り組みの方針」に関連する事例収集 

（3） カーボンニュートラル対応に関する実態調査 

（4） 報告書の作成 
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２.（１）研究会の事務局運営 

 当局に設置されている「カーボンニュートラル実現に向けた北海道の再エネ活用研究会」の事務局運営を行っ

た。 

 

① 構成委員 

 硲  一寿（興部町長） 

 竹中  貢（上士幌町長） 

 德永 哲雄（弟子屈町長） 

 中島 俊明（北海道経済部長） 

 井澤 文俊（北海道ガス株式会社 取締役 常務 執行役員経営企画 本部長） 

 平本 健太（国立大学法人北海道大学大学院経済学研究院 教授） 

 世永   茂（北海道電力株式会社 執行役員総合研究所長） 

 工藤   広（稚内市長） 

（オブザーバー） 

 吉永 宏喜（農林水産省北海道農政事務所 次長） 

 

② 業務内容 

 構成委員及び臨時委員・外部講師と日程調整・連絡 

 謝金・旅費の支払い 

 オンライン会議システムの手配 

 研究会当日のオンライン会議操作、トラブル対応 

 研究会開催に当たって必要な消耗品等の確保（飲料、新型コロナウィルス感染症対策品等） 

 資料作成・印刷、議事要旨・議事録の作成 

 その他、会議運営に必要な事務業務等 

 

２－１ 第 2 回カーボンニュートラル実現に向けた北海道の再エネ活用研究会 

日時 2022 年９月 30 日（金）14:30～16:30 

場所 北海道経済産業局第１会議室・オンライン（Microsoft Teams） 

出席者 硲  一寿（興部町長） 

竹中  貢（上士幌町長） 

德永 哲雄（弟子屈町長）※オンライン参加 

井澤 文俊（北海道ガス株式会社 取締役常務執行役員経営企画本部長） 

平本 健太（国立大学法人北海道大学大学院経済学研究院 教授） 

世永  茂（北海道電力株式会社 執行役員総合研究所長） 

（臨時委員） 

藤井 沙紀（エア・ウォーター株式会社 地球環境システム開発センター） 

高橋 宏史（エア・ウォーター株式会社 北海道地域連携室 リーダー） 

田中 真子（エア・ウォーター株式会社 地球環境システム開発センター 部長）※オ

ンライン参加 
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杉本 和彦（住友商事北海道株式会社 取締役社長執行役員） 

（オブザーバー） 

川野  豊（農林水産省北海道農政事務所 次長） 

（事務局） 

岩永 弘嗣（経済産業省北海道経済産業局 局長） 

畔木 智己（経済産業省北海道経済産業局 参事官（地域エネルギー政策担当） 

議題 1. 事務局挨拶 

2. 前回の振り返り 

3. 企業における再エネ活用について 

4. 取り組み方針に係る調査事業の実施について 

5. 今後のスケジュールについて 

議事概要 1. 事務局挨拶 

2. 前回の振り返り 

3. 企業における再エネ活用について 

（１） エア・ウォーター株式会社 

 液化バイオメタン（ＬＢＭ）は現状、小規模な実証プラントであるために、既存Ｌ

ＮＧと比較しコストが割高となっている。液化バイオメタン製造プラントを拡大す

るにあたり、バイオガス回収律速により、生産規模は実証プラントの約 10 倍規模

が最大と見込んでいる。 

 ガス冷却時のＬＮＧ設備の流用については、現状設備の規模が異なるため単純比較

が困難。自社保有している産業ガス空気分離装置をモデルに検討している。 

 ＬＢＭ普及に向けて、コストやバイオガスの調達先等の課題がある。 

 取り組みを進めるにあたり、高圧ガス保安法の規制が緩和されると、輸送回数の削

減等に繋がりコストダウンに寄与。生産したＬＢＭは標準熱量が 39ＭＪであり、都

市ガス規制（45ＭＪ）の関係で都市ガスへの転換する場合は更なる熱量調整が必要

となる。現行の規制の範囲内で事業を実施している。コストダウンの面から、AI,IoT

を活用した安全性強化を図りつつ、保守人員定数の緩和検討も必要ではないか。地

域にあった規制の在り方が考えられるのではないか。 

（２） 住友商事北海道株式会社 

 寒冷地である北海道の EV については、走行距離と四駆の課題がある。走行距離は

一定程度のレベルに到達しており、四駆に関しても、四駆と全く同等とはいえない

ものの二駆に関しても道民の認識以上に止まるレベルには達しているものと考え

る。 

 EV に関して、冬期間は暖房を使うため燃費が下がる。メーターの残存電力量で冬期

にどれくらい走行できるのか不安になることもある。ステーションの充填設備の充

実化が必要。                          （以上） 

 

２－２ 第 3 回カーボンニュートラル実現に向けた北海道の再エネ活用研究会 

日時 2023 年２月 20 日（月）10:00～12:00 

場所 北海道経済産業局第１会議室・オンライン（Microsoft Teams） 
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出席者 硲  一寿（興部町長） 

竹中  貢（上士幌町長） 

中島 俊明（北海道経済部長） 

井澤 文俊（北海道ガス株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長） 

世永  茂（北海道電力株式会社 執行役員総合研究所長） 

（オブザーバー） 

吉永 宏喜（農林水産省北海道農政事務所 次長） 

（事務局） 

岩永 弘嗣（経済産業省北海道経済産業局 局長） 

中島 義人（経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部長） 

畔木 智己（経済産業省北海道経済産業局 参事官（地域エネルギー政策担当） 

議題 1. 前回の振り返り 

2. カーボンニュートラル実現に向けた取り組みについて（北海道電力株式会社総合

研究所） 

3. 今年度の活動報告（案）について 

4. 座長・委員挨拶 

議事概要 1. 前回の振り返り 

2. カーボンニュートラル実現に向けた取り組みについて（北海道電力株式会社総合

研究所） 

（質疑応答） 

 「大規模グリーン水素サプライチェーン構築調査」の 100MW 級水電解装置を導

入した場合における調査は国内初。「高効率木質バイオマスガス化炉による水素製

造技術開発」の水素・電力併産システムの開発を目指した実証炉は北海道電力総

合研究所にしかない。「未利用熱の効率的熱回収方法の検討」は実際の道内農家で

適用可能性について検討しており、牛乳の中間冷却に地中熱を利用している点が

特徴である。 

 現状のカーボン・クレジット制度は参入者が限定されているため、例えばブルー

カーボン等、再エネ事業者が絡んでいない事業のクレジットの取引が難しい。ブ

ルーカーボンを事業化するためには、様々な事業者が参画できるようなクレジッ

ト制度の改革も必要。既にある昆布漁礁をブルーカーボンに応用できるかが課題。 

 太陽光、風力、どちらも出力変動が激しく調整がしづらい。出力変動には短周期

変動と長周期変動があるが、太陽光は短周期変動も長周期変動もある。苫小牧地

区では、太陽光発電の短周期変動はリユース蓄電池で､長周期変動については水電

解装置で調整していきたい。長周期変動を蓄電池で調整すると電池容量が大きく

なりすぎてコストがかかってしまうので、ここを上手く組み合わせて出力調整を

していきたいと考えている。                  （以上） 
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３－２ 価値環境の地域帰属に関する事例収集（ヒアリング調査） 

 先進的な取り組みを進めている自治体・民間企業等へのヒアリングを３件実施した。ヒアリングで挙げられた

主な回答結果は次の通り。 

地域資源を生かした

再エネ活用 

 地域の小水力発電等を地域新電力を介して市内公共施設に発電。電力小売事業

以外にも、地域課題を解決するメニューを今後提案予定。（自治体） 

 豊富な森林資源を生かし、大学・民間企業と包括連携協定を締結し、木質バイオ

マス由来の電力を東京都民向けに販売。電力購入者向けに現地見学会を実施。

（自治体） 

 廃熱は冬季におけるビニールハウスのイチゴ栽培に活用。規模そのものは小さ

いが、イチゴ農園等の雇用が増加。（自治体） 

 再エネ電力由来の電動スクーターのシェアリング事業を実施するにあたり、旅

行会社が提供するオプションの一つとして追加し、観光客の移動手段として選

択してもらっている。（物品賃貸業） 

企業版ふるさと納税

について 

 寄付金は村の補助金に活用。事業指定で納税している企業が多い。廃熱を活用

したイチゴ栽培が企業版ふるさと納税の PR になっている。（自治体） 

４. （３）カーボンニュートラル対応に関する実態調査 

北海道内に立地する企業を対象としたアンケート及びヒアリング調査を行い、企業側のカーボンニュートラル

対応に向けた実態調査を実施した。 

 

（業務内容） 

 調査項目の整理・作成、印刷・発送 

 依頼状の作成 

 アンケート調査先の選定 

 

４－１ 企業向けアンケート調査 

① 調査概要 

調査内容 回答者属性、カーボンニュートラルの認識、取組状況、課題、社内体制、予算等 

※調査票は資料編に記載 

対象企業 省エネ法または温対法対象企業、主要都市の工業団地に立地する企業計 474 社 

発送数 474 社（有効発送数 382 社） 

回答数 116 社 

回収率 30.4％ 

調査方法 郵便留置法 

 

② アンケート項目 

 資料編１（17 頁）にあるフォーマットにより、アンケート項目を整理した。 

 

③ 調査結果 
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カーボンニュートラル（※）全般について 

（※カーボンニュートラルとは、温室効果ガス排出量からその吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすること） 

6. カーボンニュートラルについて、以下から最も近い答えを一つ選んでその番号をご回答下さい。（必須回答） 

１：言葉も内容も知っていて、関心があり、既に具体的な取組を行っている。 

２：言葉も内容も知っていて、関心もあるが、まだ具体的な取組は行っていない。 

３：言葉も内容も知っているが、自社とは関係ないと思うので関心はない。 

４：言葉は聞いたことがあるが、内容は知らないし関心もない。 

５：言葉も聞いたことがなく、関心もない。 

６：分からない。 

 

7. カーボンニュートラルに対する貴事業所の取り組み状況について、以下から最も近い答えを一つ選んでそ

の番号をご回答下さい。（必須回答） 

１：やらなければいけないと思っており、既に具体的な取り組みも行っている。 

２：やらなければいけないと思っており､方法等も理解しているが、まだ具体的な取り組みは行っていない。 

３：やらなければいけないと思っているが、方法等が分からず､まだ具体的な取り組みは行っていない。 

４：政府の目標については、知っているが、自社とは関係がないので取り組みはしていない。 

５：政府の目標については､知らない。 

６：分からない。 

 

8. （「７．」で１～３と回答された方）１～３の回答の中で、「やらなければいけない」と考える背景につい

て、以下から該当する番号を選んでご回答下さい。（必須回答、複数回答可） 

１：法規制上の対応（省エネ法、温対法等）  ２：社会的責任 

３：気候変動に関する情報開示への対応   ４：親会社、取引先からの要請 

５：ESG 投資の呼び込み    ６：エネルギーコストの削減 

７：その他（具体的にご記入下さい）         

 

9. （「７．」で２～３と回答された方）１～３の回答の中で、具体的な取組に至っていない理由を以下から該

当する番号を選んでご回答下さい。（必須回答、複数回答可） 

１：具体的な手法に関する情報不足  ２：対応コストが高い 

３：規制やルールが定まっていない・制約がある ４：人材不足  ５：社内の機運醸成 

６：その他（具体的にご記入下さい）         

 

10. （「７．」で「４：取り組みがない」と回答された方）理由について以下から該当する番号を選んでご回答下

さい。（必須回答、複数回答可） 

１：人員、費用等がかかるから  ２：社内の同意・協力等が得られないから 

３：面倒だから   ４：抑制・削減方法が分からないから 

５：それより本業が大事だから  ６：特に理由はない 

７：その他（具体的にご記入ください）         
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11. カーボンニュートラルに関するイメージについて、以下から該当する番号を選んでご回答ください。（複数

回答可） 

１：地球温暖化防止対策として必要  ２：社会貢献として必要 

３：企業価値・企業イメージ向上に繋がる ４：全員が取り組むべきこと 

５：新規ビジネス、ビジネスチャンスにつながる ６：企業収益向上に繋がる 

７：コストがかかる    ８：既存事業へ影響がある 

９：その他（具体的にご記入ください）         

10：分からない 

 

12. 貴事業所のカーボンニュートラルに関する課題（CO2 排出抑制・削減取組を含む）について、以下から該当

する番号を選んでご回答下さい。（複数回答可） 

１：自己資金調達の確保  ２：専門人材の確保、本業との兼ね合い（業務負担） 

３：温室効果ガス排出量の見える化 ４：サプライチェーン全体の削減対策 

５：省エネ対策の実施方法  ６：社内・関連会社との連携 ７：改正省エネ法への対応 

８：データ管理業務の効率化  ９：内部目標の進捗管理（排出量算出、予算確保・管理等） 

10：再エネ電源の確保   11：EV 化対策  12：脱炭素燃料（水素他）への転換  

13：環境負荷低減製商品の調達  14：各種レポート（国際イニシアティブ、法令等）作成、提出 

15：再エネクレジット価格の負担 16：燃料価格の高騰   17：為替の変動 

18：補助金等の支援制度の活用  

19：その他（具体的にご記入下さい）         

 

13. カーボンニュートラル（CO2 排出抑制・削減取組を含む）に関して具体的に取り組まれている、または今後

取り組む内容（検討中含む）について、該当箇所に〇をご記入下さい。（複数回答可） 

 すでに取り

組んでいる 

今後取り組む予定 

（具体的な動きがある） 

検討中 

再生可能エネルギー発電システムの導入（太陽光・風

力・バイオマス・水力・太陽熱・地熱） 

   

省エネ機器・システム、BEMS・FEMS の導入・転換    

製造プロセス・製品材料の転換、導入    

社内体制の整備（エネルギー消費量の定期的な把握

と管理、社員教育の実施 等） 

   

クレジットの活用    

再エネ電力の購入    

専門家からの指導、アドバイス    

ESG 投資喚起    

SDGｓ経営    

再生可能エネルギーに関する研究開発    

取り組みはない    

その他（具体的にご記入下さい）  
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14. 貴事務所での再エネ電源の導入状況について、以下から該当する番号を選んでご回答ください。（複数回答

可） 

１：導入している（全電力消費の（  ）％程度） ２：今は導入していないが今後導入予定 

３：導入していない（今後も導入予定はない） ４：分からない 

 

15. （14.で「１：導入している」と回答された方）導入の背景について、以下から該当する番号を選んでご回答

ください。（複数回答可） 

１：事業計画に基づくもの  ２：レジリエンス強化 

３：エネルギーコストの削減  ４：親会社からの要請 

５：企業価値向上を図るため 

６：その他（具体的にご記入ください）          

 

16. カーボンニュートラルに関する社内体制について、以下から該当する番号を選んでご回答ください。 

１：脱炭素を目指す社内体制が整備されている 2：既存部署の一環としての社内体制はある 

３：現状社内体制はないが、今後整備する予定 ４：社内体制はない（今後も整備の予定はない） 

５：分からない 

 

17. CO2 排出削減・カーボンニュートラルに関する貴事業所の予算について、以下から該当する番号を選んでご

回答ください。 

１：予算措置を講じている（今年度予算規模：約     万円程度） 

２：現状予算措置はないが、今後予算計上する予定 ３：予算措置はない（今後も予定はない） 

４：分からない 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

別紙 

日本標準産業分類一覧表 

 

1 農業 34 ガス業 67 
保険業（保険媒介代理業，保険

サービス業を含む） 

2 林業 35 熱供給業 68 不動産取引業 

3 漁業（水産養殖業を除く） 36 水道業 69 不動産賃貸業・管理業 

4 水産養殖業 37 通信業 70 物品賃貸業 

5 鉱業，採石業，砂利採取業 38 放送業 71 学術・開発研究機関 

6 総合工事業 39 情報サービス業 72 
専門サービス業（他に分類され

ないもの） 
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7 職別工事業(設備工事業を除く) 40 インターネット附随サービス業 73 広告業 

8 設備工事業 41 映像・音声・文字情報制作業 74 
技術サービス業（他に分類され

ないもの） 

9 食料品製造業 42 鉄道業 75 宿泊業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 43 道路旅客運送業 76 飲食店 

11 繊維工業 44 道路貨物運送業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 45 水運業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 

13 家具・装備品製造業 46 航空運輸業 79 その他の生活関連サービス業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 47 倉庫業 80 娯楽業 

15 印刷・同関連業 48 運輸に附帯するサービス業 81 学校教育 

16 化学工業 49 郵便業（信書便事業を含む） 82 その他の教育，学習支援業 

17 石油製品・石炭製品製造業 50 各種商品卸売業 83 医療業 

18 
プラスチック製品製造業（別掲を除

く） 
51 繊維・衣服等卸売業 84 保健衛生 

19 ゴム製品製造業 52 飲食料品卸売業 85 社会保険・社会福祉・介護事業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 86 郵便局 

21 窯業・土石製品製造業 54 機械器具卸売業 87 
協同組合（他に分類されないも

の） 

22 鉄鋼業 55 その他の卸売業 88 廃棄物処理業 

23 非鉄金属製造業 56 各種商品小売業 89 自動車整備業 

24 金属製品製造業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 90 機械等修理業（別掲を除く） 

25 はん用機械器具製造業 58 飲食料品小売業 91 職業紹介・労働者派遣業 

26 生産用機械器具製造業 59 機械器具小売業 92 その他の事業サービス業 

27 業務用機械器具製造業 60 その他の小売業 93 政治・経済・文化団体 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 61 無店舗小売業 94 宗教 

29 電気機械器具製造業 62 銀行業 95 その他のサービス業 

30 情報通信機械器具製造業 63 協同組織金融業 96 外国公務 

31 輸送用機械器具製造業 64 
貸金業，クレジットカード業等非預金

信用機関 
97 国家公務 

32 その他の製造業 65 金融商品取引業，商品先物取引業 98 地方公務 

33 電気業 66 補助的金融業等 99 分類不能の産業 

 

 

 

 


